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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和1年7月4日(2019.7.4)

【公表番号】特表2018-519894(P2018-519894A)
【公表日】平成30年7月26日(2018.7.26)
【年通号数】公開・登録公報2018-028
【出願番号】特願2017-563521(P2017-563521)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   1/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   1/06     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  23/24     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    1/04     ５３０　
   Ａ６１Ｂ    1/06     ５３１　
   Ｇ０２Ｂ   23/24     　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ    5/225    ５００　
   Ｈ０４Ｎ    5/225    １００　
   Ｈ０４Ｎ    5/225    ６００　

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月29日(2019.5.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平行な平面内に配置されている少なくとも２枚の剛性のプリント基板（ＰＣＢ）を備え
たビデオカメラヘッドであって、
　前記少なくとも２枚のＰＣＢが、
　下側ＰＣＢから、前記少なくとも２枚のＰＣＢのうちの別のＰＣＢに取り付けられてい
る電子部品または照明手段に電力を伝え、かつ、前記少なくとも２枚のＰＣＢのうちの前
記別のＰＣＢのうちの１枚のＰＣＢに取り付けられている固体センサチップからの信号を
前記下側ＰＣＢに伝える、導電性材料からなるピン、によって互いに上下に機械的に支持
されており、
　前記ピンは、前記ＰＣＢのそれぞれの面内に配置され、前記ＰＣＢに形成された貫通路
を通る、
　ビデオカメラヘッド。
【請求項２】
　前記照明手段が、少なくとも１個のＬＥＤを備えている、請求項１のビデオカメラヘッ
ド。
【請求項３】
　前記照明手段が、ＬＥＤの環状アレイを備えている、請求項２のビデオカメラヘッド。
【請求項４】
　対物光学系を備えている、請求項１のビデオカメラヘッド。
【請求項５】
　３枚のＰＣＢを備え、固体センサからの信号を受信しかつ映像信号を出力する電子部品
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が、前記下側ＰＣＢに取り付けられており、固体センサチップが中間ＰＣＢに取り付けら
れており、対物光学系および照明手段が上側ＰＣＢに取り付けられており、導電性材料か
らなるピンが、（ａ）前記下側ＰＣＢの上方に前記中間ＰＣＢおよび前記上側ＰＣＢを機
械的に支持しており、（ｂ）前記下側ＰＣＢから前記中間ＰＣＢおよび前記上側ＰＣＢに
電力を伝え、（ｃ）前記中間ＰＣＢ上の前記センサチップからの信号を前記下側ＰＣＢに
伝える、請求項１のビデオカメラヘッド。
【請求項６】
　２枚のＰＣＢを備え、
　固体センサからの信号を受信しかつ映像信号を出力する電子部品が、前記下側ＰＣＢの
下面に取り付けられており、固体センサチップが前記下側ＰＣＢの上面に取り付けられて
おり、対物光学系および照明手段が上側ＰＣＢに取り付けられており、
　導電性材料からなるピンが、前記下側ＰＣＢの上方に前記上側ＰＣＢを機械的に支持し
ており、かつ、前記下側ＰＣＢから前記上側ＰＣＢに電力を伝え、
　前記下側ＰＣＢの下面から前記上面に電力を伝え、かつ、前記上面の前記センサチップ
からの信号を前記下側ＰＣＢの前記下面に伝えるため、貫通路が使用されている、
　請求項１のビデオカメラヘッド。
【請求項７】
　４枚のＰＣＢを備え、固体センサからの信号を受信しかつ映像信号を出力する電子部品
が、第１の（下側）ＰＣＢおよび第２のＰＣＢに取り付けられており、固体センサチップ
が第３のＰＣＢに取り付けられており、対物光学系および照明手段が第４の（上側）ＰＣ
Ｂに取り付けられており、導電性材料からなるピンが、（ａ）前記第１のＰＣＢの上方に
前記第２のＰＣＢ、前記第３のＰＣＢ、および前記第４のＰＣＢを機械的に支持しており
、（ｂ）前記第１のＰＣＢから、前記第２のＰＣＢ、前記第３のＰＣＢ、および前記第４
のＰＣＢに電力を伝え、（ｃ）前記第３のＰＣＢ上の前記センサチップからの信号を前記
第１のＰＣＢに伝える、請求項１のビデオカメラヘッド。
【請求項８】
　平行な平面内に配置されている少なくとも２枚の剛性のプリント基板（ＰＣＢ）を備え
たビデオカメラヘッドであって、対物光学系および照明手段が、前記カメラヘッドのハウ
ジングの遠位端部に取り付けられており、固体センサチップが、前記対物光学系の下方の
ＰＣＢに取り付けられており、固体センサからの信号を受信しかつ映像信号を出力する電
子部品が、前記少なくとも２枚のＰＣＢのうちの少なくとも１枚のＰＣＢに取り付けられ
ており、前記少なくとも２枚のＰＣＢが、導電性のピンによって、互いに上下に機械的に
支持されており、前記カメラハウジングの前記遠位端部に支持されている前記照明手段が
、光ファイバの出力カプラ、または導光体の遠位端部であり、
　前記ピンは、前記ＰＣＢのそれぞれの面内に配置され、前記ＰＣＢに形成された貫通路
を通る、
　ビデオカメラヘッド。
【請求項９】
　前記照明手段のための光源が、内視鏡システムで使用されている従来の任意の光源であ
る、請求項８のビデオカメラヘッド。
【請求項１０】
　前記光源が、前記カメラヘッドにおける前記少なくとも２枚のＰＣＢのうちの１枚のＰ
ＣＢに、または前記カメラヘッドの近位に取り付けられている少なくとも１個のＬＥＤで
ある、請求項９のビデオカメラヘッド。
【請求項１１】
　前記少なくとも１個のＬＥＤからの光が、中空の導光体を通じて、前記カメラヘッドの
ハウジングの遠位端部に伝えられる、請求項１０のビデオカメラヘッド。
【請求項１２】
　前記少なくとも１個のＬＥＤが、前記固体センサチップと一緒にＰＣＢに取り付けられ
ている、請求項１０のビデオカメラヘッド。
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【請求項１３】
　前記少なくとも１個のＬＥＤが、前記固体センサチップが取り付けられているＰＣＢの
下方のＰＣＢに取り付けられている、請求項１０のビデオカメラヘッド。
【請求項１４】
　前記光源が、前記カメラヘッドから離れて配置されており、光が、前記光源から前記カ
メラハウジングの前記遠位端部における出力カプラに直接伝えられる、または前記少なく
とも２枚のＰＣＢのうちの１枚のＰＣＢに伝えられ、前記１枚のＰＣＢにおいて中空の導
光体に入射する、請求項９のビデオカメラヘッド。
【請求項１５】
　前記ピンが、剛性または可撓性の一方である、請求項１のビデオカメラヘッド。
【請求項１６】
　前記ＰＣＢが、対称的または非対称的な任意の形状である、請求項１のビデオカメラヘ
ッド。
【請求項１７】
　カメラヘッドにおける前記少なくとも２枚のＰＣＢのうちのいくつかまたはすべてのＰ
ＣＢの形状および寸法が、前記カメラヘッドにおける別のＰＣＢの形状および寸法とは異
なる、請求項１のビデオカメラヘッド。
【請求項１８】
　前記対物光学系の部品のいくつかまたはすべてが、前記カメラヘッドの前記ハウジング
に取り付けられている、請求項８のビデオカメラヘッド。
【請求項１９】
　第一基板と、
　前記第一基板から下方に離隔して設けられた第二基板と、
　前記第一基板の上面に設けられた対物光学系と、
　前記第一基板又は前記第二基板の上面に設けられた電気製品と、
　前記第二基板を貫通して前記第一基板を支持し、前記電気製品に電気的に接続する導電
性のピンと、を備えている、ビデオカメラヘッド。
【請求項２０】
　前記電気製品が光源である、請求項１９のビデオカメラヘッド。
【請求項２１】
　前記光源が、前記対物光学系の周囲に配置されている、請求項２０のビデオカメラヘッ
ド。
【請求項２２】
　前記光源の光を前記対物光学系の周囲へ伝える導光体を、さらに備えている、請求項２
０のビデオカメラヘッド。
【請求項２３】
　前記電気製品がセンサチップである、請求項１９のビデオカメラヘッド。
【請求項２４】
　第一基板と、
　前記第一基板から下方に離隔して設けられた第二基板と、
　前記第一基板の上面に設けられた対物光学系と、
　前記第二基板の上面に設けられた電気製品と、
　前記第一基板を前記第一基板の面内で支持し、前記電気製品と電気的に接続する導電性
のピンと、を備えている、ビデオカメラヘッド。
【請求項２５】
　前記第二基板から下方に離隔して設けられた第三基板と、
　前記第三基板の上面に設けられた光源と、
　前記光源の光を前記対物光学系の周囲へ伝える導光体と、をさらに備えている、請求項
２４のビデオカメラヘッド。
【請求項２６】
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　前記電気製品がセンサチップである、請求項２４又は２５のビデオカメラヘッド。
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